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１ 案件名称 

海外現地商談会（ベトナム）運営業務 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）事業目的と概要 

   本市では、市内事業者の販路開拓や事業パートナーの探索等を支援するため、ベトナム（ハノイ

市）において現地商談会（以下、「商談会」という。）を開催する。商談会の実施に際しては、商

談の設定に加えて、商習慣の違いを理解した上での準備、地元企業と現地企業の双方のニーズを踏

まえた商談先との事前マッチング、商談後のフォローアップ等を行うことで、効果的な商談の成立

と具体のビジネスの成約を目指す。 

（２）業務内容 

海外現地商談会（ベトナム）運営業務 

（別紙「仕様書」のとおり） 

（３）契約上限額 

金 3,500,000 円（消費税、地方消費税及びその他海外において賦課される間接税を含む） 

※ 契約は日本円建てとする 

（４）契約期間 

令和８年５月上旬～11月 30 日（予定） 

 

３ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、仕様書及

び企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約締結を

しないことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。支払いは日本円建て

とし、海外送金を行う場合の銀行手数料は本市が負担する。 

（３）契約書案 

別紙（頭書及び委託契約約款）参照 

（４）契約保証金に関する事項  

神戸市契約規則第 25 条の規定により、契約保証金の納付は免除する。 

 

４ 応募資格 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。 

（１）ベトナムもしくは日本国内に自社の拠点を有していること。 

（２）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないものであること。 

（３）暴力団員が役員として経営に関与（実質的に関与している場合も含む）していないこと等「神戸

市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条」に該当しないこと。 

（４）経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始

の決定がされている者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生計画認可の決

定されているものを除く。）でないこと。 
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（５）参加申請関係書類の提出期間の最終日から受託候補者選定までの間に、神戸市指名停止基準要綱

に基づく指名停止を受けていないこと。 

（６）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていないこと。 

（７）共同企業体として受託する場合は、代表者及び構成員が上記（２）から（６）を全て満たすこと。

また、共同企業体の結成方法は、２者又は３者による自主結成とし、本市に対して共同企業体参加

届出書（様式３）を提出すること。なお、本市との連絡調整は代表者が行い、委託契約に係る事務

処理についても代表者が自己の名義をもって行うこととする。 

 

５ スケジュール 

（１）公募開始    令和８年３月 18 日（水） 

（２）応募登録書提出期限   令和８年４月３日（金）17 時 

（３）質問受付期限   令和８年４月３日（金）17 時 

（４）質問に対する回答   令和８年４月 10 日（金）（予定） 

（５）企画提案書・見積書の提出期限 令和８年４月 17 日（金）17 時 

（６）事業者選定委員会   令和８年４月 27 日（月）（予定） 

（７）選定結果通知及び結果の公表 令和８年４月下旬（予定） 

（８）契約締結・事業開始  令和８年５月上旬（予定） 

（９）事業完了    令和８年 11 月 30 日（月） 

 

６ 応募にかかる資料の配布 

（１）交付開始日 令和８年３月 18 日（水） 

（２）配布場所 

神戸市ホームページの「事業者募集」のページに掲載 ※郵送による交付は行わない。 

（ダウンロードできない場合には電子メールにて送付しますので、本書末尾「13 担当部署（問い

合わせ先）」までご連絡ください。） 

（３）配布資料 

   ア）公募型プロポーザル実施要領（本書） 

   イ）業務仕様書（別紙１） 

   ウ）プロポーザル応募登録兼資格審査申請書（様式１） 

エ）神戸市契約等からの暴力団関係者排除にかかる誓約書（様式２-１、２-２） 

オ）共同企業体参加届出書（様式３） 

   カ）質問書（様式４） 

 

７ 応募登録及び質問書の提出 

（１）応募登録書の提出 

ア）提出期限 令和８年４月３日（金）17時（必着） 

イ）提出先・提出方法 

本書末尾「13 担当部署（問い合わせ先）」まで、電子メールにより提出すること。 

その際、電子メールの件名は「ベトナム商談会（応募登録書類）」とすること。 

また提出後に受信の確認を担当部署宛、電話により行うこと。 

ウ）提出書類 

     プロポーザル応募登録兼資格審査申請書（添付書類は企画提案書と同時に提出） 
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（２）質問書の提出 

ア）受付期限 令和８年４月３日（金）17時（必着） 

イ）提出先・提出方法 

別紙「質問書」（様式４）に記載し、本書末尾「13 担当部署（問い合わせ先）」まで、電

子メールにより提出すること。 

その際、電子メールの件名は「ベトナム商談会（質問書）」とすること。 

また提出後に受信の確認を担当部署宛、電話により行うこと。  

（３）質問書の回答方法 

応募登録者全員に対して、令和８年４月 10日（金）までに電子メールにより回答する。 

 

８ 企画提案書・見積書・資格確認書類の提出 

（１）提出期限 令和８年４月 17日（金）17 時（必着） 

（２）提出先・提出方法 

（３）の提出書類一式を、ＰＤＦ形式で電子メールにより、「13 担当部署（問い合わせ先）」ま

で提出すること。電子メールの件名は「ベトナム商談会（企画提案書等）」とし、提出後に受信の

確認を担当部署宛、電話により行うこと。 

提出書類は、①企画提案書（正本）、②企画提案書（副本）、③見積書、④資格確認書類（一式）

のそれぞれに分けて、４つのＰＤＦファイルデータを提出すること。 

なお、電子メール１件あたりの添付ファイル容量は 10ＭＢ以下に収めることとし、上限を超える

場合は、複数の電子メールに分割して提出すること。 

（３）提出書類 

① 企画提案書（正本・副本） 

ア）様式 

任意様式とし、Ａ４サイズで作成すること。 

提案内容を 25ページ以内（表紙・目次を除く。添付資料を含む。）にまとめること。 

また、表紙を付けて、各ページの下部にページ番号を付すこと。 

正本には事業者（会社）名を記載し、副本には事業者（会社）名・ロゴマーク等の事業者を

特定できる情報を一切記載しないこと。 

イ）記載事項 次に掲げる事項をすべて記載すること。 

a) 企業（団体）の概要 

b) 業務の実施方針と別紙仕様書に基づく業務実施に係る提案内容 

c) 類似業務実績（参加企業数や商談件数等の実績値も明記すること） 

d) ベトナムでの中小企業の販路開拓等支援実績 

e) 参加企業数が変動した場合の対応（参加企業が想定（６社）から変動した場合の、見積額

内での対応可能社数、参加企業の増減による１社あたりの追加・減額費用、対応可能な参

加企業数の上限等について明記すること） 

ウ）使用言語  

日本語とする。 

   エ）その他   

企画提案書の提出は１応募者につき１提案とする。 

② 見積書 

ア）様式  
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任意様式とし、Ａ４サイズで作成すること。 

イ）記載事項 次に掲げる事項をすべて記載すること。 

a)見積年月日、見積書の有効期限（令和８年５月 15 日以降の日付）、事業者の名称、所在

地、代表者の氏名及び連絡先（担当者の氏名及び電話番号） 

b)見積額は日本円建てとし、全ての業務にかかる費用の総額に加え、別紙「仕様書」（４ 委

託業務内容）に記載する業務ごとにかかる費用内訳、消費税及び地方消費税のほか、海外

において賦課される付加価値税、売上税その他これに類する間接税の額等を記載すること。

なお、費用総額は、契約金額の上限までとする。 

ウ）見積書は、委託料の積算を明示するとともに、参加企業が６社の場合の金額で作成すること。 

③ 資格確認書類  

以下の書類を各１部。なお、日本国内に登記が無い事業者については、法人として登録され

ている国において発行される以下に類する書類を提出することとし、書類には日本語訳を添付

すること。 

a）法人登記簿謄本（提出日前３か月以内に発行された正本） 

b）事業経歴書及び業績報告書（直近事業年度までの経歴・沿革・業績を記載） 

※任意様式 

c）誓約書（様式２） 

d）委任状（代表者以外の名義で応募する場合のみ） 

e）共同企業体参加届出書（様式３ 共同企業体による応募者のみ） 

※ 共同企業体で応募登録を行う場合は、全ての構成員について、上記の a）から c）を提出

すること 

 

９ 受託候補者の選定方法 

（１）選定方法 

本業務の事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、提出された企画提案書等

の内容を評価し、選定委員の評価点数が最も高い応募者を受託候補者として選定する。 

審査に当たり、応募者によるプレゼンテーションと選定委員による質疑を実施する。なお、提出

された企画提案書の内容をもとに書類選考を行う場合がある。その場合、書類選考の結果につい

ては、別途通知する。 

選定委員会は、令和８年４月 27 日（月）（予定）に開催し、各応募者につき 20分間のプレゼン

テーションと 10 分間の質疑を行う。開催方法はオンラインとする。その他詳細については、応募

者に通知する。 

※１ 最高得点者が複数ある場合は、そのうち価格点を除いた点数が最も高い応募者を受託候補者

として選定する。 

※２ 受託候補者として選定された応募者が契約を辞退した場合、又は応募資格を喪失した場合は、

事業者選定委員会で順位付けられた上位のものから順に受託候補者を選定する。 
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（２）評価項目と配点（選定委員１人あたり（100 点満点）の内訳は下記のとおりとする） 

①評価項目 

評価項目 評価基準 配点 

内容点 

企画内容 

・本事業の趣旨・目的に即した提案 

・商談会の企画内容（実施形式（会場型・訪問型）、効果・

有効性） 

・商談の成立が見込まれる提案（リストアップ、マッチング

の手法等） 

・参加企業への支援体制及び成約に繋げる提案（フォロー

アップの手法等） 

・参加企業数が変動した場合の対応（見積額内での対応可能

社数、追加・減額費用、対応可能な参加企業数の上限等） 

・附帯事業の企画提案内容、実現可能性 

５５ 

実施体制 

・人員体制 

・各種ニーズへの対応力 

・事務を遅延なく行える業務遂行力 

・政府・関係機関、協力企業等との連携 

２０ 

業務実績 

 ・自治体・企業等からの類似事業の受託実績 

・ベトナムでの中小企業の販路開拓支援実績 

１０ 

価格点 
見積金額が低いことを評価する 

 ・見積総額 
５ 

地元企業加点  １０ 

合  計 １００ 

※価格点は、５点満点とし、評価の点数は下記の通りとする。 

   価格点＝５×（１-（見積金額÷委託料上限額））【小数点第１位は四捨五入】 

※地元企業点（10点） 

  地元企業点は 10 点満点とし、市内事業者への発注を促進するため市内の応募者に対して下記の

通り評価を行う。本社又は支店・営業所等が神戸市内にある場合は、提案書に明記すること。 

  a）地元企業（応募者の本店所在地が神戸市内） 10 点 

 b）準地元企業（応募者の本店所在地が市内にないが、支店・営業所等が市内にある） ５点 

※ 共同企業体で応募する場合は、構成員となるすべての事業者の本店等所在地にて判断をし、

その平均点（小数点以下第１位は四捨五入）により評価する。 

②最低基準 選定委員の平均点が 50 点を下回る事業者は、受託候補者として選定しない。応募者

が１者であっても同様の扱いとする。 

（３）選定結果の通知・公表 

選定結果は、決定後速やかにすべての応募者に通知し、市ホームページにて受託事業者名を公表

する。 
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10 失格事項 

 次のいずれかに該当する場合は、選定対象から除外する。 

（１）選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

（２）他の応募者と企画提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

（３）受託候補者選定終了までの間に、他の応募者に対し企画提案の内容を意図的に開示すること。 

（４）提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

（５）その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行うこと。 

（６）企画提案書及び見積書等の必要書類が提出期限を過ぎて到着したとき。 

（７）見積書に記載の見積金額が本実施要領に定める契約上限額を超過しているとき。 

 

11 契約の締結 

（１）審査の結果、選定された受託候補者と委託契約締結に向けた詳細な仕様について協議・調整を行っ

た上で、速やかに委託契約を締結する。なお、共同企業体として応募した者が受託候補者となった

場合には、共同企業体協定書を契約締結までに提出すること。 

（２）受託候補者が辞退したり、資格を喪失したりしたときは、次点の応募者を受託候補者とする。 

（３）契約の締結にあたっては契約書の作成を要し、その契約書は神戸市委託契約約款により作成する。 

 

12 その他 

（１）当該プロポーザルの応募又は参加に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

（２）提出された書類は、選考の結果の如何を問わず、当プロポーザルの終了後も返却しない。 

（３）本市は、提出された書類について、本業務を共同で主催する神戸商工会議所に開示する場合があ

る。 

（４）企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づく公開請求があった場合は、受託候補者に選定された

か否かに関わらず、同条例第 10 条各号に該当する情報を除いて、公開の対象となる。 

（５）提出された企画提案書は、審査及び事業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない（神戸市情

報公開条例に基づく公開を除く）。 

（６）本市が指示する場合を除き、提出期限後の提出書類の変更、差し替え、追加提出若しくは再提出

は認めない。 

（７）提案書の著作権は当該プロポーザル応募者に帰属する。提案内容に含まれる特許権、実用新案権、

意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の利権の対象となっているものを

使用した結果生じた責任は、当該プロポーザル応募者が負うものとする。 

（８）参加申請後に神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止又は神戸市契約事務等からの暴力団等の

排除に関する要綱に基づく除外措置を受けた者の当該プロポーザル参加は無効とする。 

（９）当該プロポーザル応募者は、受託候補者の選定後、この募集要領等について不知又は不明を理由

として異議を申し立てることができない。 

 

13 担当部署（問い合わせ先） 

神戸市経済観光局国際課（神戸市海外ビジネスセンター） 

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通５丁目１番 14号 神戸商工貿易センタービル４階 

電話：078-231-0222  電子メール：asia-biz@city.kobe.lg.jp 


